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社会の具体的問題解決のための研究開発プログラムの開発と課題 

 

 
○平尾孝憲, 三石祥子, 安藤二香, 川原武裕, 重藤さわ子, 福島杏子（科学技術振興機構） 

 

 

 
概要 

 社会技術研究開発センターでは、社会の具体的問題解決に向けて、産官学市民の連携、自然科学・人

文社会科学の分野横断的連携を基本的な考え方として、問題抽出から、研究開発ファンディングプログ

ラムとしての具体化、プログラムの運営、社会への成果還元の一連のサイクルを一体的に推進すること

を目指している。プログラムの具体化プロセスについては、３回目となり、問題抽出・運営上の課題と

合わせ、さらなる最適化を試みる必要が生じていると考えられる。現状の課題を明らかにし、社会の問

題解決のイノベーションを効果的に実現するためのファンディングのあり方を考察したい。 
 
１．社会技術研究開発事業 

 社会技術研究開発事業は、平成１２年に科学技術庁の「社会技術の研究開発の進め方に関する研究会」

でとりまとめられた提言を受けて、平成１３年に日本原子力研究所（当時）と科学技術振興事業団（当

時）の連携により開始されたものである。以来いくらかの変遷を経て、平成１７年５月に科学技術振興

機構の一部門として設置された社会技術研究開発センターにより推進されている。センター改組に伴い、 
「社会における関与者との連携を図りながら具体的な問題を解決する」ことを強調し、「成果の社会へ

の展開（実装）」という面も重視することとした。平成１８年７月からは、目的達成型のファンディン

グ組織として、社会の問題の解決に資する研究開発を効果的に推進するため、広く他分野多方面の関与

者の参画を確保する運営を実現することによって、計画の策定、評価、研究開発の実施等の諸活動の充

実を図ることとした。そして制度設計と

して、競争的資金への重点化と、スクラ

ップアンドビルドを基本とする研究開発

ファンディングプログラムの設計を柱と

し、社会的・公共的価値を創出するイノ

ベーションのための研究開発の一つのモ

デルを構築することが、センターの活動

において主要な位置を占めることになっ

た。 
 これを具体的に推進するために、セン

ターの活動を、主に、領域探索調査、研

究開発事業の推進および研究開発成果の

実装支援の３つに整理し、社会における

具体的問題の抽出、それを解決するため

の研究開発ファンディングプログラムの

設計、公募による研究開発プロジェクト

の選考、研究開発推進、成果評価、成果

の社会実装支援プログラムの設計・推進

等を通じた社会への還元、という一連の

流れを活動サイクルとして位置づけた。 
 
２．社会問題の抽出と研究開発ファンディングプログラムの設計 

 プログラムの設計にあたっては、社会の問題を解決する上で優先度の高いテーマ設定をする等、計画

策定を戦略的かつ適切に行うための体制・仕組みの整備を行ってきた。特にプログラムで達成すべき目

図１：社会技術研究開発センターの活動サイクル。科学技術
と社会の協働に向けての仕組み作りを意識している。
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標を具体的かつ明確に設定することを戦略レベルの計画として重視し、その目標に到達する過程の設定、

すなわち戦術レベルの計画とともに、ファンドする側としてのセンターが策定することとした。戦術レ

ベルの計画の策定にあたっては、成果の社会への実装が開発された技術の有効性の確認に不可欠である

ことに配慮した。このように設定された過程を実現することは実施レベルの計画と位置付けられるが、

この実施主体は公募により戦術レベルの計画

に沿った実施計画・実施可能性を基準として選

定し、センターからのファンドを受けて研究開

発を推進する。 

 具体的組織としては、戦略レベルの計画の

「担い手」としての「研究開発領域」を設定し、

その中の「研究開発プログラム」として戦術レ

ベルの計画を提示、研究開発プログラム毎に実

施主体となる研究実施者で構成される「研究開

発プロジェクト」という階層構造をなす。「研

究開発領域」には「領域総括」をおき、領域の

目標に向かって、個々のプロジェクトの成果が

着実に得られ、「研究開発プログラム」総体と

しての成果につながるよう、マネジメントの体

制を充実している。 

 このような体制を整備した上で、戦略レベ

ル、戦術レベルの計画を練り上げる手法を開

拓してきた。すなわち、「研究開発領域」お

よび「研究開発プログラム」設定のための手法開拓である。特に留意したことは、「社会の具体的問題

の解決のための研究開発」という性格上、例えば、個別学術分野における知見の創出に留まらない成果

を出すことである。そのために、取り上げるべき社会問題の抽出から研究開発領域、プログラムの設計

に際し、研究者のみならず、産官学市民にわたる当該領域の関与者によるワークショップを重ねるなど、

事前調査を充実した。その事前調査の部

分を含め、領域の実施運営の部分に至る

までの流れをまとめたのが図３である。 

 平成１８年度よりこの手法に基づく領

域設定を行っており、平成１９年度には

「犯罪からの子どもの安全」研究開発領

域、平成２０年度には「地域に根ざした

脱温暖化・環境共生社会」研究開発領域

が発足した。今年度は、平成２１年度に

向けて、新たな研究開発領域設定に向け

ての調査活動を始めている。３回目とな

った今回は、前年度までの経験を踏まえ、

いくつかの新たな試みを考えている。 

 図３における第 1 段階である候補領域

の抽出については、従来、センターの既

存領域の終了に伴う新設であったことが

大きな要素となっていた。例えば、平成

１８年度で「安全安心」研究開発領域が

終了することを受けて、平成１９年度候

補領域抽出は、「安全安心」分野であることが大前提となった。同様に、平成１９年度で「循環型社会」

研究領域が終了することから、平成２０年度に向けての候補領域抽出は「環境」分野であることを前提

として進めた。その一方で、社会に存在する解決すべき具体的な問題を探索し、プログラムの設計につ

なげる方法論を開拓することも重要なプロセスであるとの認識から、今年度は社会問題に関する俯瞰的

な検討プロセスを企画、実施した。これは、政府系の白書、日本学術会議の提言等を基にした調査と、

様々な分野の有識者によるワークショップ等により、候補領域の抽出を試みるものである。これまでに

図２：社会技術研究開発センター組織（平成２０年度）。
１つの「研究開発領域」を新設した。 

図３：社会技術研究開発センターにおける新規研究開発領域
の設定過程。標準的なモデルとすべく、引き続き検討
中である。 
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平成２１年度に向けての候補領域の抽出ができており、当該分野における関与者へのインタビューをは

じめ、第２段階である候補領域の掘り下げに向けての準備を進めている。 

 関与者へのインタビューは、領域設定プロセスの中で、人員、時間ともに最も労力を割く部分であり、

３ヵ月程度の短期間に８０名強へのインタビューを実施するなど、短期集中的に行っている。主要な目

的の一つは、研究開発テーマの詳細像を、当該テーマに取り組む社会の関与者の視点・意見の集積によ

り構築するための情報収集である。例えば、平成１９年度においては、「環境」分野に関して取り組む

べき課題について、センター内での議論及び外部有識者との意見交換により検討した結果、「持続可能

な地域社会システム」に関して、環境、経済、生活を主要なキーワードとして、現状を把握し問題抽出

することが適当ということになり、図４のように整理したものを「たたき台」として、意見をいただく

形をとった。 
 もう一つの目的は、研究開発領域と

して成立した際の研究開発実施者像

を想定し、制度設計等の最適化を図る

ことである。応募プロジェクトにおけ

る研究実施者に、インタビュー対象者

が相当数含まれているという実績を

考慮すると、インタビュー対象者の選

び方が、研究開発領域の性格を決定づ

ける上で重要な位置を占めていると

考えられる。しかしながら、８０名強

という対象者数の妥当性は、その後の

ワークショップによる絞り込みの検

討において、さらに参加人数が絞られ

ることも含め、引き続き懸念事項であ

る。また、インタビュー対象者の抽出

を、対象者からの紹介を主としている

ことから、有益な意見が得られる可能性が高くなるという利点の一方で、対立する意見を持つ関与者に

たどり着くことが困難になるなど、調査対象にある種の制限がつけられることも否定できない。そのた

め、今年度は、新たな試みとして、候補領域検討の概要を示したうえで、インタビュー対象者の「公募」

を実施することを予定している。ファンディングのプログラムへの応募とは異なり、こうした「公募」

に応募することへの動機づけが課題となるが、人数を増やすことではなく、有力な関与者を見出すこと

が目的であり、情報伝達方法に留意することで、一定数の関与者を発掘できるのではないかと考えてい

る。 
 関与者ワークショップは、インタビュー

の結果を踏まえ、一層の現状把握や解決す

べき具体的問題点を抽出するために実施す

るもので、インタビュー対象者等の中から、

当該問題に深く関与している２０～３０名

の方に参加いただいている。平成１９年度

においては、現状や解決すべき具体的問題

点を整理するために、ワークショップ参加

者へのインタビュー内容からキーワードを

抽出し、グループ分けすることを試みた。

その結果、図５に示すような整理が考えら

れ、ワークショップで議論すべきテーマと

して、「持続可能な地域社会システムの形成

のための主体形成」、「生態系、生物多様性

と地域社会システム」、「環境配慮型社会に

向けて」、「地域における大学の役割」、「エ

ネルギーと地域社会システム」、「都市にお

けるまちづくり」の６つを設定することと

図４：新規研究開発領域の対象とする社会の問題の方向性。

図５：ワークショップ参加者等キーワードと設定テーマの
対応 
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した。そして、「研究者が主体となっている取組み」及び「現場を主体とした取組み」についてそれぞ

れ１名ずつ、各テーマ２名の組み合わせで発表していただき討論を行う形式とした。こうした設計は、

各々のテーマが分散しており、議論を収束させ、まとまった結論を導き出すことにはふさわしくないも

のの、今後の検討に向けての論点整理、抽出という視点からは十分機能しているといえる。また、参加

者の専門分野の重なりが乏しいことが、従来共通の基盤で議論を行うことのなかった関与者同士のつな

がりを産み出す副次的な効果につながったことは、価値ある成果と考えている。 
 ワークショップでの議論を基に、制度設計、個別検討課題の深堀調査など、必要に応じてワーキング

グループを設定し、さらに詳細な議論を行っている。その際、当該分野に関わりの深い参加候補者を加

えることで、関与者抽出を充実させている。 
 検討内容は、公開のフォーラムで社会に提示し、フロアとの意見交換の場で、様々な視点からの意見

をいただくことができている。 
 

３．研究開発の実施 

 平成１９年度に発足した「犯罪からの子どもの安全」研究開発領域では、今年度２回目の研究開発プ

ロジェクトの募集選考を終え研究開発が進められている。また、平成２０年度発足の「地域に根ざした

脱温暖化・環境共生社会」研究開発領域では、８０件以上の応募があり、多様な地域において各々が多

様な主体で構成されるプロジェクトを採択し、研究開始に向けての諸作業を進めている。双方の領域と

も、領域総括のマネジメントにより、研究計画・予算等の点検・見直しをはじめ、個々のプロジェクト

の成果の総体が、プログラムとしての成果につながるよう、様々な取り組みを行っている。 

 その中で、本事業の研究開発推進に特有と考えられる課題が浮かび上がりつつある。例えば、研究開

発実施主体の多様性に伴う、「研究開発」に対する考え方の多様性があげられる。社会の具体的問題の

解決という研究開発の性格上、実施主体は大学等の研究者のみならず、ＮＰＯ、行政等様々なセクター

に渡ることが必要である。その際、大学等に所属する研究者が慣れ親しんでいる研究開発の進め方が、

必ずしも問題の当事者と共有できるとは限らず、プロジェクト推進、研究開発に対する評価軸など、従

来の自然科学をはじめとする個別分野における、研究者中心の世界で築きあげられてきた研究開発推進

の手法・ノウハウが適用し難い場面が出てきている。 
 他の課題として、領域設計フェーズから領域設定初年度におけるプロジェクト募集に至るまでの期間

の短さが挙げられる。募集選考に必要な時間と、初年度の研究開発期間をできるだけ確保することを考

慮すると、募集選考プロセスは、可能な限り早期に進めることが望ましい。そのためには、領域設定後

２～３ヵ月程度のうちに公募を実施することが求められるが、応募者にとっては準備期間が極めて限ら

れることになり、よりよい研究計画を求めるという観点からは望ましいとは言い難い。一方、それにも

関わらず、領域の設置期間に上限を設けていることが、初年度採択課題の研究期間が最も長くなること

につながることも、制度設計上の配慮を必要とする点である。 
 
 
 センターにおけるこれまでの経験を踏まえると、社会の問題解決のイノベーションを効果的に実現す

るためのファンディングのあり方を考える場合、当該問題の重要性や制度設計を十分に検討することが

重要であることは間違いない。それに加え、核となる関与者が相当数存在することを重視して分野の抽

出、絞り込みを行い、専門分野やセクターの違い等の障壁を取り除き、従来にはない、関与者間のつな

がりを創出するといった、「人」の観点を中心とする検討、取り組みも考慮する必要があるとの感想を

持っている。こうした「コーディネーター」としての機能を含め、センターが果たすべき役割をさらに

追究していく必要があるのではないか。 
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